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滋賀県流域治水に関する施策の実施状況 （平成30年度実績）

第１ 概要

説明資料①

□滋賀県流域治水の推進に関する条例（抜粋）

（施策の実施状況の報告）
第38条 知事は、毎年度、流域治水に関する施策の実施状況を議会に報告しなければならない。

な が す
降った雨を河川に安全に流す基幹的対策

•河川改修、維持管理
•堤防強化対策（浸透対策等）

た め る 雨水をためる対策

そなえる
水害に備える対策

•水害リスク周知
•地域住民と連携した防災力向上の取組

とどめる
被害を最小限にとどめる対策

•安全な住まい方への転換

洪水を安全に流すためのハード対策

•堤防等河川管理施設の整備

危機管理型ハード対策

•決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防
構造の工夫

住民目線のソフト対策

•立ち退き避難が必要な家屋倒壊危険区域
等の公表

•住民の取るべき行動を分かりやすく示した
ハザードマップへの改良

•不動産関連事業者への説明会の開催

事前の行動計画作成、訓練の促進

•タイムラインの策定

避難行動のきっかけとなる情報をリア
ルタイムで提供

•水位計やライブカメラの設置
•スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等の
提供

滋賀 流域治水 水防災意識社会再構築    連携

概要版

第２ 施策の実施状況

１ 基礎情報
◆想定浸水深の設定 ◆想定浸水深 更新

H26.9.1 17市町で設定

H30.12.20 全市町 設定完了

概ね5年   更新 向  作業
⇒土地利用 変化 河川改修 進捗等 
資料 収集 など
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２ 流域治水対策

（１） 「ながす」対策（河川    氾濫防止対策）

◆河川改修事業
○「滋賀県河川整備５ 年計画 （H26 H30）に基づき実施

・流下能力の向上を図る対策

・堤防強化を図る対策
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（堤防強化）

※完了区間延長の（ ）は目標値

【課題】
本県 河川整備率 約56％であり、未改修区間の整備を推進していく必要がある。
今後   日野川   大規模特定河川事業制度   一層活用     計画的 河川改修 
進捗を図る必要がある。

■流下能力の向上のため、河道の掘削工・護岸工を実施

北川 安曇川

■天井川の切下げ改修を実施

日野川

■未改修区間の堤防強化を実施
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◆河川維持管理事業
○治水上緊急性の高い箇所から、竹木伐開や堆積土砂除去、護岸補修等を順次実施。
○特  大戸川 日野川 姉川 高時川       滋賀県河川整備５ 年計画  基  、
重点的に実施。
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竹木伐開： 67河川

堆積土砂除去： 84河川

護岸補修等：180河川

【課題】
毎年 局地的 集中豪雨 台風    新  維持管理必要箇所 発生     地域 意
見等       緊急性 高 箇所 見極  適時 維持管理事業 実施  必要    

竹木伐開（大戸川）

堆積土砂除去（鴨川）

護岸補修等（杣川）

施工

施工

施工
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（２） 「ためる」対策（集水地域に   雨水貯留浸透対策）
◆環境に配慮  森林   
○目標3,100haに対して、2,137ha（69％達成） 森林整備 実施。

【課題】
間伐材 有効利用 図    搬出 伴 間伐  移行   進捗 遅      集約
化 高性能林業機械等 導入 図      効率的 間伐 実施  必要    

◆世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策
○農地法面の草刈りなどに対する「農地維持支払」
⇒ 728組織（交付対象面積36,633ha）を対象に、地域共同活動を支援

○水路等 補修   対  「資源向上支払」
⇒ 656組織（交付対象面積34,825ha）を対象に、地域共同活動を支援

【課題】
農家の高齢化や土地持ち非農家の増加等により、多面的機能の維持発揮に必要な農地・
農業用施設等 保全  地域共同活動 脆弱化      雨水貯留浸透機能 今後 維
持していくため、取組面積の拡大と活動組織の体制強化が必要である。

（３） 「とどめる」対策（氾濫原における建築物の建築の制限等）
浸水警戒区域 指定 向  重点地区  水害 強 地域   協議会住民          
避難体制 安全 住  方        地域住民 連携  検討。

H30.8.21～ 区域指定の案の縦覧

↓
H30.9.12 甲賀市長意見照会

↓
H30.10.31 流域治水審議会における審議

↓
H30.11.26 浸水警戒区域指定告示

【課題】
他 対象地区      先行地区  取組 得   経験 手法 活    迅速 区域
指定ができるよう、計画的かつ積極的に取り組んでいかなければならない。

甲賀市信楽町黄瀬地区
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（４） 「そなえる」対策（浸水に備えるための対策）
◆水害に強い地域づくり協議会
○県下５圏域     水害 強 地域   協議会 条例上 規定      水防法 基  
大規模氾濫減災協議会   位置付  緊急行動計画 実践     取組方針 策定 
○浸水被害の回避・軽減に関して必要な対策に関する事項等について協議。

○新たに水害リスクの高い６地区  出前講座 水害履歴調査 水害図上訓練など
水害に強い地域づくりの取組に着手。

【課題】
水害に強い地域づくりを計画的に実施するため、市町と取組方針をしっかり共有し、地域の合意形
成 十分図    必要   一方 各地区  取組 効果的 効率的 進    必要    

◆調査研究の推進、教育訓練等
自治会や学校、団体などに対して、出前講座や水害図上訓練等を実施。
（延べ56団体、約2,900人）

【課題】
引き続き、地域や団体の要請に応じて出前講座等
を実施するとともに、特に浸水リスクの高い地域におけ
る取組は市町と連携し、今後も計画的・重点的に取
り組む必要がある。

３ 滋賀県流域治水推進審議会
◆第４回審議会（平成30年10月31日開催）

○甲賀市信楽町黄瀬地区 浸水警戒区域指定審議
○ 地先 安全度     更新 向  変更点 確認
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甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会
（平成30年７月24日開催）

圏域協議会： ６回

防災情報ＷＧ： １７回

住民ＷＧ： ２４回

出前講座
野洲市大篠原自治会 図上訓練
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